
議案第５６号 

 

和光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例の

一部を改正する条例を定めることについて 

 

和光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例の一部

を改正する条例を次のとおり定める。 

和光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例の

一部を改正する条例 

和光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例（平成

２７年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

別表を別紙のように改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の和光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者

負担額に関する条例の規定は、令和７年４月１日以後に行われる特定教育・保育等につ

いて適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。 

 

令和６年８月２９日提出 

 

 

和光市長 柴﨑 光子      

 

 

提 案 理 由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を見直すため、地方自治法

第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 

  和光市保育認定利用者負担額基準額表 

               （単位 円） 

世帯階層区分 利用者負担額（月額） 

階層 定義 

３歳未満児 ３歳以上児 

保育標 

準時間 

保育短 

時間 

保育標 

準時間 

保育短 

時間 

第１階 

層 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）による被保護世帯（単給世帯を含

む。以下同じ。）及び中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）による支援給付受給世帯 

無料 無料 

第２階 

層 

当該年度分（４月から８月までにあっ

ては前年度分。以下同じ。）の市町村

民税が非課税である世帯（第１階層の

定義に該当する世帯を除く。） 

無料 

第３階 

層 

当該年度分の市町村民税の所得割額が

０円である世帯（第１階層及び第２階

層の定義に該当する世帯を除く。） 

７，２ 

００ 

７，０ 

８０ 

第４階 

層 

当該年度分 

の市町村民 

税の所得割 

額が次の区 

分に該当す 

る世帯（第 

１階層から 

第３階層ま 

での定義に 

該当する世 

帯を除く。） 

４８，６００円未満 １５，

６００ 

１５，

３３０ 

第５階 

層 

４８，６００円以上 

５７，７００円未満 

２４，

０００ 

２３，

５９０ 

第６階 

層 

５７，７００円以上 

９７，０００円未満 

２４，

０００ 

２３，

５９０ 

第７階 

層 

９７，０００円以上 

１３３，０００円未満 

３２，

０４０ 

３１，

５００ 

第８階 

層 

１３３，０００円以上 

１６９，０００円未満 

３５，

６００ 

３４，

９９０ 

第９階 

層 

１６９，０００円以上 

２３５，０００円未満 

４３，

９２０ 

４３，

１７０ 

第１０ ２３５，０００円以上 ４８， ４７， 



階層  ３０１，０００円未満 ８００ ９７０  

第１１ 

階層 

３０１，０００円以上 

３４９，０００円未満 

５７，

６００ 

５６，

６２０ 

第１２ 

階層 

３４９，０００円以上 

３９７，０００円未満 

６４，

０００ 

６２，

９１０ 

第１３ 

階層 

３９７，０００円以上 

４４５，０００円未満 

７０，

４００ 

６９，

２００ 

第１４ 

階層 

４４５，０００円以上 

４９３，０００円未満 

７６，

８００ 

７５，

４９０ 

第１５ 

階層 

４９３，０００円以上 ８３，

２００ 

８１，

７９０ 

備考 

１ この表の年齢は、当該年度の４月１日現在の満年齢による。 

２ 月の中途で特定教育・保育等の利用を開始した場合において、その月の利用者負担

額は、この表の額にその月の利用開始日以後の当該特定教育・保育等を行う特定教育

・保育等事業所の開所日数を、常態的に土曜日に開所する施設の場合は２５で、常態

的に土曜日に閉所する施設の場合は２０で除して得た数を乗じて得た額（その額に１

０円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額）とする。この場合において、常

態的に土曜日に開所する施設の場合は、当該開所日数が２５日を超えるときは２５日

とし、常態的に土曜日に閉所する施設の場合は、当該開所日数が２０日を超えるとき

は２０日とする。 

３ 備考２の規定は、月の中途で特定教育・保育等の利用を終了した場合について準用

する。この場合において、備考２中「開始した」とあるのは「終了した」と、「利用

開始日以後」とあるのは「利用終了日前」と読み替えるものとする。 

 

 


